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 第 9章  目標達成のための事業スケジュール 
（１） 実施時期 

表 事業スケジュール 

基本方針 目標 事業名 実施主体 
年度 

2024 2025 2026 2027 2028 

コンパクトなま
ちづくりを先導
する公共交通
網の機能分担
の明確化 

効率的な公共
交通網の形成 

効率よく都市拠
点へアクセスする
バス路線網の見
直し 

交通事業者 
新居浜市 

 

  

 

 

デマンドタクシー
の維持・改善 

新居浜市 
交通事業者 

 
    

別子山地域バス
の維持・改善 

新居浜市 
 

  
 

 

渡海船の維持・
改善 

新居浜市 
 

    

地域の輸送資
源の活用検討 

新居浜市 
民間事業者 

 
  

 
 

公共交通を補
完する移動サー
ビスの検討 

新居浜市 
民間事業者 

 
  

 
 

３軸間のネット
ワーク強化 

だれもが使いや
すく、移動しや
すい公共交通
の整備 

快適なバス待ち
環境の整備 

交通事業者
新居浜市 

 
  

  

利便性を高める
バス情報の提供 

交通事業者
新居浜市 

 
    

バス停までのアク
セス性を高めるサ
イクル＆バスライ
ド 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

誰もが使いやす
いバリアフリーに
対応した車両の
導入 

交通事業者
新居浜市 

 

  

 

 

バス路線間やバ
ス路線・デマンド
タクシー間の乗
継を考慮した運
賃制度の検討 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

利便性向上を
目 指 し た
MaaS 施策・
IT 技術の導
入推進 

新 居 浜 型
MaaS システム
の構築 

市公式 LINE に
よる交通情報の
充実 

新居浜市 
交通事業者 

 
    

キャッシュレス決
済の導入と地域
ポイントとの連携 

新居浜市 
交通事業者 

 
  

 
 

MaaS 車両等に
よる新たな交通
サービスの検討 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

自動運転等新
たな交通システ
ムの検討 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

交通関係者
全員参加の協
働による公共
交通の維持・
支援 

地域の共創に
よる公共交通
の構築 

公共交通の利
用促進活動の
展開 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

自治体と交通事
業者のエリア一
括協定による交
通利便性の向
上を検討 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

公共交通維持
に貢献する運転
手確保支援 

交通事業者 
新居浜市 

 

  

 

 

地域主体で取り
組む交通手段
確保への支援 

新居浜市 
交通事業者 

 

  

 

 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

随時実施 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

新計画策定に 
向けた検証 

予約システム 
全市展開 

個別計画策定の検討 

バスロケーション 
システム導入 バスロケーションシステム運用 

協議体 
組織化 
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（２） 推進体制 

市民・交通事業者・行政が、各々連携を図りながら、地域公共交通網形成計画に基づいて取組施策を推進

し、目指す将来像に近づいていくことが求められます。 

そのためには、施策の実施状況やその効果を確認し、必要に応じて施策や計画そのものを見直し、目指すべき

将来像に向かって着実に進んでいくことが必要です。 

そこで、地域公共交通網形成計画の推進を図る体制として、本市の公共交通にかかわる協議会である「新居

浜市地域公共交通活性化協議会」において、計画を推進・進捗管理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 新居浜市地域公共交通活性化協議会の概要 

 

新居浜市地域公共交通活性化協議会 

【協議会の目的】 

地域の実情に応じて乗合運送の形態のサービス水準等について協議を行うとともに、地域公共交通網

形成計画及び地域公共交通の確保・維持・改善に向けた最適な移動手段の提供等を図るための計

画の策定、及び実施・進捗管理に関する協議等を行う 

 

【協議会の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議会での検討事項】 

地域の実情に応じた運行形態、運賃、路線、使用車両、運行時刻等 

地域公共交通網形成計画の策定及び実施・進捗管理 

目的を達成するための必要事項 

 

住民・利用者 

・新居浜市連合自治会 

・新居浜市老人クラブ連合会 

・新居浜市女性連合協議会 

・新居浜市社会福祉協議会 

・新居浜商工会議所 

・新居浜市医師会 

・瀬戸内運輸労働組合 

 

行政 

・新居浜市 

・愛媛県東予地方局建設部 

・国土交通省四国地方整備局松

山河川国道事務所 

・新居浜警察署 

・愛媛県東予地方局地域産業振

興部 

・国土交通省四国運輸局愛媛運

輸支局 

交通事業者 

・新居地区旅客自動車協同組合 

・愛媛県ハイヤー・タクシー協

会 

・瀬戸内運輸株式会社 

・愛媛県バス協会 

・四国旅客鉄道株式会社 

 

 


